
院内から在宅へ！
在宅領域で活躍する特定看護師の基盤づくり

～栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連に焦点をあてて～
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令和4年度 特定行為研修普及啓発事業研修



厚生労働省ホームページより転載：看護師の特定行為研修を修了した看護師数（令和4年8月現在）

特定行為：
（厚生労働省令で規定したもの）

21区分38行為
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恵寿総合病院 特定行為研修を修了した看護師数（特定行為区分別）

修了者総数：29名（令和4年10月現在）

修了者延べ人数：77名

看護師の特定行為研修を修了した看護師数（令和4年10月現在）

✓ 看護の現場で最も身近で、常日頃関わっているのが輸液製剤

✓ 看護学生のカリキュラムには輸液についてはない
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恵寿総合病院 各特定行為別総介入回数

・2017年2月より2022年9月末まで
➢ 院内：実患者数4名（介入数10回）

2018年 0患者
2019年 2患者 2介入
2020年 0患者
2021年 1患者 7介入
2022年 1患者 1介入

➢ 在宅・施設等：実患者数0名

総介入数1,284介入（令和4年9月末現在）



✓ 全国規模又は院内で見ても「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」区分の

研修修了者は圧倒的に多い。

✓ 病院組織内において「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」区分の症例
が圧倒的に少ない現状にある。

✓ 最も期待されている役割として、在宅療養者に対する診療の補助行為ではあ

るが、実践に至っていない。

現状把握



輸液に関する知識の底上げ

• 研修修了者または一般看護師向けのフォローアップ研修の開催

共通アセスメントツールの作成

• 個々の特定看護師によって知識やアセスメント能力に差がでてしまっている

医師、訪問看護ステーションとの連携

• 病院から在宅へ、特定行為実践のためのシステム作り構築

アクションプラン



←第1回 14名以上参加

第2回 22名以上参加 →

👇学習会ポスター👇

フォローアップ研修会開催



研修修了後のアンケート調査結果

転載：Googleアンケート結果



共通アセスメントツールの作成

身体計測（身長、体重、通常体重）の入力。採血項目値や心胸郭比の入力。

データを入力すると、脱水をおおまかに分類してくれる。脱水なのか低栄養
なのかも判定してくれる。

身体所見：身体的症状や客観的徴候も入力することでも脱水の分類をアセス
メントし、重症度分類も判定してくれる。

身体計測値から水分投与量や必要エネルギー量を算出してくれる。

考察した輸液製剤を選択することで水分量やエネルギー量、電解質量などを
自動で反映してくれる。

輸液投与時間や速度を記載することで特定看護師のみならず一般看護師も
把握することができる。

輸液製剤を選択した根拠や観察項目。どのような時点で特定看護師に連絡
するか否かも記載し情報共有をはかる。



メリット

データ入力することで、必要な水分量や脱水の種類

など把握でき、経験が少なくても介入しやすい。

何より数値を入れるだけでいろいろデータが出てく

るのでよかった。計算機を持ってぱちぱちしなくて

いい。

アセスメントツールを使うことで、病棟スタッフや

他の特定看護師に引き継ぎしやすい。引き継ぎされ

る方も前回介入時のアセスメント内容やデータが把

握しやすい。

見る視点がはっきりしておりアセスメントしやすい。

デメリット

入力に時間を要する。おおよそ20分程度要した。

入力項目が多く、時間がかかる。今後IDや名前、検

査データなどが引用されれば効率的だが。

共通アセスメントツールを活用してみての反応



在宅における特定看護師のイメージ

引用；厚生労働省 リーフレット,令和3年5月改訂

引用；厚生労働省 特定行為に係る手順書例集「在宅領域における手順書例集」

具体的な事前指示書

➢ 医師の指示を待たずにタイムリーに医療提供が行える。
➢ 迅速に医療提供を行うことで患者（療養者）の苦痛軽減・早期

回復につながる。



令和4年度診療報酬新設

医師のタスクシフトが根源にあるが、看護師の資質向上・役割拡大の期待が大きい。



訪問診療医

特定看護師看護部

恵寿訪問看護

ステーション

管理者

• 訪問診療医、訪問看護ステーション管理者との調整

• 看護部との調整

在宅領域で栄養及び水分管理投与に係る薬剤投与関連を行うために

➢ 訪問看護ステーションとの連携方法
➢ 診療報酬についての情報提供
➢ メリット、デメリットの抽出

➢ 在宅領域で実践できる特定看護師の質向上
➢ いつ、だれが、どのようなかたちで同行するのか

現在、調整中



✓今後も継続し医師のタスクシフト、看護師の質向上・役割拡大
の両輪で尽力していきたい。

✓特定区分“栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連”は本来在宅
領域で活躍しなければいけない分野。在宅領域で求められる特
定看護師を一人でも多く輩出していきたい。

まとめ

E-mail:tatunori.kawae＠keiju.co.jp


